
計92回

※ チーム国分寺とは： どこの事業所に相談に行っても適切なサービスにつながれるよう、支援関係者が連携して地域のネットワークで一人ひとりを受けとめていくことを意味します。また、児童から成人、成人から高齢へと各ライフステージの切れ目のない支援を目指します。

１  経営困難で廃業する相談支援事業所があるなか、 計画相談のセルフプランは増
加の傾向をたどっています。 第２回障害者地域自立支援協議会において、 相談支
援体制の再構築に向けて早急に新たなる会議体を整える提案をしました。

 成果  相談支援体制についての意見交換会を市と協働して招集し、 ２つの会議
体を作り、 新たな取組も始めました。

  ①   「相談支援体制プロジェクトチーム」（２回）
   ４法人と市・基幹をメンバーとし、 検討を開始しています。

  ② 「協働型機能強化体制プロジェクトチーム」（１回）
　　    協働型希望の相談支援事業所を募り、 ４事業所でスタートアップが決ま

りました。

  ③ 新規相談支援事業所起業への支援（２回）
　　    相談支援事業所開設を検討中の事業所に、 事業運営について説明を

開始しました。

  ④ 相談支援事業所連絡会での勉強と意見交換（毎月）
　　   相談支援事業所黒字化に向けての勉強会を開催、 管理者・ 相談支

援専門員との勉強会も開催して意見交換をしています。

２  相談支援部会の取組で、 防災対策について検討しました。 インターネット上に多数
ある災害対策情報の中から、 障害のある方に有益な情報を整理して提供する方法
を考えました。

 成果  ①  基幹ウェブページに『障害のある方むけの防災情報まとめサイト』を立ち上
げました。

  ② PR 用のカード（１，０００枚）、 ポスター（１００枚）を作成しました。

  ③  第３回障害者地域自立支援協議会で報告し、市役所・事業所・学校・
団体等に上記を配布し、 周知を行います。

・ 障害福祉課

・生活福祉課

・高齢福祉課

・ 健康推進課

・ 地域共生推進課

・ 経済課

・子ども家庭支援センター

・子どもの発達センター

・ 保健所

行政との
つながり

国分寺市障害者地域

【就労支援部会】（３回）

【精神保健福祉部会】（３回）
・地域移行等支援連絡会（１６回）

相談支援従事者初任者研修５名、 現任研
修７名実施した。 市内の相談支援体制と相
談支援専門員へのサポート等について説明し
た。
支給決定基準、 消費生活相談、
相談支援事業所の黒字化、 機能強化協働
型の仕組み

相談支援事業所
連絡会（毎月）

【ネットワーク研修Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ】

支援者向け虐待防止研修

基幹職員の人材育成

・ 研修 （４０回）

・コンサルテーション （６回）

・講演会 （２４回）

・ 連絡会 （６回）

・説明会 （８回）

・情報交換会 （２回）

・その他（講師を務める）（６回）

【相談支援専門員】

・ 新任研修 （１回）
・ ブラッシュアップ研修 （８回）
・事例勉強会 （７回）

【コンサルテーション】４事業所参加

・ ９ケース（１０回）×２Ｈ＝２０時間

※４ページの記事をご参照ください。

高齢分野のネットワークづくり

【ネットワーク研修Ⅱ】

８０５０世帯への支援

世帯を支えるために、それぞれができ

ること

・ 新任ケアマネ研修
・ ケアマネ研修
・ 小地域ケア会議
・ 担い手研修
・ 包括全体会
・ 居住支援学習会（８０５０問題）

基幹職員の講師派遣（６回）

・ 小地域ケア会議（２回）
・ 新任ケアマネ研修（１回）
・ ケアマネ研修（1回）
・ 全体会（１回）
・ ４者会議（１回）
・ 関係者会議（３回）
・ 他、 打ち合わせ（７回）

会議等参加

市‐基幹 定例協議（毎月）

支援者の人材育成

精神保健福祉分野の
ネットワークづくり
～ 精神科病院からの地域移行～

【ネットワーク研修Ⅰ】

地域支援機関と精神科病院との連携

～ 看護の現場の取組を知り、 私たちにで

きることを考えよう～

自立支援協議会ニューズレター
（東京都国分寺市公式ホームページ）

自立支援協議会

（報告書）

本事業は、市内在住の障害者等を介護
している同居の家族が、病気等により家
庭で介護ができなくなった場合で、事前に
他のサービスの利用準備ができていない
時に、障害のある方を緊急かつ一時的に
施設で保護するものです。

緊急入所保護事業

緊急度が高まりやすい家庭の把握 
２５世帯（２９名）

緊急把握

重層的支援体制整備事業
多機関協働事業
支援会議　３回出席

令和５年度（２０２３年度） 事業報告令和５年度（２０２３年度） 事業報告

【相談支援事業所訪問　全１１カ所】

相談支援専門員同士の交流、スキルアップ

研修、 教育との連携、 メンタルヘルス等、

相談員の負担軽減をはかる。

64回 11カ所

【全体会】（３回）

【相談支援部会】（３回）
・相談支援事業所連絡会（毎月）
・障害児通所支援事業所連絡会（２回）
・ 地域活動支援センターと社会福祉協議
会と合同防災企画（１１月）

事務局会議（２０回）
ニューズレター発行（年２回）

〈いつもと違う〉という変化の気づ

きが鍵

幼児から１０代のアセスメントが高

齢期を幸せにする。

権利擁護・虐待防止

会場とオンラインのハイブリッドで実施
オンライン１１４名、 会場７２名参加
毎年１２月に開催し、 支援者間に定着してきた

・権利擁護関係機関連絡会（２回）

※今年度より、 福祉関係者は悉皆研修 （報告書）

12月

～  障害・高齢分野との連携～

・  退院支援のためのイメージ動画第２弾「グ
ループホームでの１日」 を製作し、 精神保健福祉部会
や相談支援事業所連絡会で視聴した。

・基幹内ウェブサイトに掲載
・精神科病院に提供
・近隣市の精神科病院を訪問　２病院（３回）
・当事者ヒアリング　３名（１回）

371名

延べ参
加
者

〈チーム国分寺〉〈チーム国分寺〉

７月11月

児童分野のネットワークづくり
～児童から成人への丁寧な引継ぎ～

【ネットワーク研修Ⅲ】

「障害のある子どものいる世帯を支える

～家族への支援の必要性を理解する～」

・医療的ケア児支援関係者会議（３回）
・つくしんぼ・市・基幹三者打ち合わせ（１回）
・児童から成人へ相談支援事業所移行ケース検討（３回）
・ 企業との連携

２月

（報告書）

〈国分寺市障害者基幹相談支援センター活動〉〈国分寺市障害者基幹相談支援センター活動〉

（報告書）

（国分寺市障害者基幹相談支援センター）
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国分寺市の基幹相談支援センターとともに国分寺市の基幹相談支援センターとともに

　市内の相談支援事業所は、新規受付が限界に達しており、加えて２事業所の廃業、市直営
の相談支援事業所（障害児）の民間委託が決定し、新規受入れ中止による影響で、年間 150
名のセルフプランが増加する試算が出ました。この問題を解決するには、相談支援事業所と
相談支援専門員の増加を図るしかありません。

　しかし、どの相談支援事業所も赤字で運営されており、相談支援専門員を増やす余力のある事業所はありませんでした。
　本当に解決できないのか、黒字運営している事業所はないのか調べたところ、都内に２事業所のみ、黒字運営され
ている事業所がありました。それが、社会福祉法人ソラティオ「ソラティオ 23」という相談支援事業所でした。
これまで計画相談は、基本報酬が低すぎると言われて来ましたが、報酬改定が進み、さまざまな加算もできました。「そ
れでも赤字は改善しないのか？」という疑問を打ち砕くお話に、情報を取ることもせず諦めていた姿勢を反省させら
れました。また、事業所単独で黒字化は難しい小さな事業所は、どうするのかという疑問にも、協働型機能強化とい
う道があることもわかりました。埼玉県宮代町・杉戸町で「社会福祉法人じりつ 埼葛北障がい者生活支援センター
ふれんだむ」「社会福祉法人宮代町社会福祉協議会 相談支援事業所ひまわり」「社会福祉法人杉風会 特定相談支援事業所
庄内」「MUT 株式会社 相談 ROAD」の４事業所が「まるっと 123」というチームを組んで連携し機能強化を取り、
黒字化に向けて進んでいることが分かりました。いつの時代も困難に立ち向かい、先に進んでいる先輩がおり、自ら
が探し求めれば、必ず道は拓ける。今の私たちに一番必要な情報を教えていただき感謝いたします。そして、国分寺
市も令和８年度に向けて全ての障害福祉サービスを必要とするみなさんに、相談支援専門員が寄り添える体制を障
害福祉課と足並み揃えて進んで行きたいと思います。

国分寺市障害者基幹相談支援センター
センター長　銀川　紀子

　今年度も障害福祉課は基幹相談支援センターの皆様の柔軟な提案力やフットワークの軽さ、
そして何より国分寺市の福祉をよりよくしていこうという熱意とともに、さまざまな取り組みを
進めてまいりました。
　障害福祉サービスから高齢福祉サービスへの引継ぎの在り方について、障害福祉課、基幹相談
支援センター、高齢福祉課、地域包括支援センターの四者で検討を重ねていることもその一つです。利用する制度が
変わっても引き続き安心して暮らしていただけるよう、60 歳を迎えられた頃よりその方の生活の様子を知り、ご本人、
ご家族、支援者で共有していくこと、また、高齢福祉サービスの御利用を開始された後のご様子を把握していくこと、
などを話し合っています。基幹相談支援センターの皆様が昨年度より市内各地域包括支援センターを回り、障害分野
と高齢分野にまたがる地域課題について話す機会を持つことで「顔のみえる関係」を構築していただいていることが、
この連携の礎になっていると感じています。
　また、次期障害福祉計画においては、希望するすべての市民が計画相談を利用できること、を目標に掲げていますが、
この大きな課題にむかって複数の相談支援事業所が協働して相談支援体制を担うしくみ作りがすでにスタートして
います。これも日頃よりの市内各相談支援事業所から基幹相談支援センターへの信頼の厚さが土台になっていると
思っています。
　障害のある方が国分寺市で暮らすことができてよかった、と思っていただけるよう、引き続きさまざまなことに取
り組んでいけたらと考えています。何より、共に同じ目標に向けて協働することができ心よりうれしく思っています。
　今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

国分寺市福祉部障害福祉課
相談支援係長　小林　亜紀

Annual Report 2023　3


